
  

 

  

 『一日公庫』とは、商工会館で日本政策金融公庫の担当

者と面談していただき、即日決裁が可能となる融資相談のこと

です。（案件により決裁できない場合もあります。） 

 年末に向けての資金調達にぜひご利用ください。 

 【10/30 現在：年利固定 1.3％～】 

  

   日時：11 月25 日(水) 11:00～ 

   場所：多可町商工会館 

 

【申込〆切】11月 18日(水) 

※事前の申し込みが必要ですので商工会までご連絡ください。 

 

 

 いよいよ新生「みみより Information」が発行できました。 

 会員の皆様へのタイムリーな情報発信は商工会の使命であ

り、また私自身の信条でもありましたので、発行にこぎづけたこと

で、少しホッとしています。 

 今後タイムリーな情報発信はもちろん、お役立ち情報や特集

など、いろんな角度からの情報をお届けしますので、じっくりとお

読みいただければ幸いです。     （経営支援課：本庄） 

 

 

 

お金をかけずにマスコミからドンドン取材が来る！ 

消費税率アップに負けない プレスリリースセミナー 

（平成 27年度消費税転嫁対策窓口相談等事業） 

日時：11月 27日(金) 14:00～17:00 

場所：多可町商工会館 2F会議室 

※もれなく進呈！4 つの受講特典があります。 

 

11月上旬に案内予定！商工会から届く郵送物にご注目！ 

商工会通信 受信調査アンケート 
  今後も商工会から旬な情報をお届けしていきますが、この通信はメールでもお送りしております。 

  FAXではなくメールでの受信を希望される方は、メールアドレスをご記入いただきご返送ください。 

  次回から、ご指定のメールアドレスに送信いたします。 

  なお、このアンケートは、メールでの受信を希望される方のみお答えいただくものです。 

 

 【事業所名】                    【メールアドレス】                                        

 皆様もご存じのとおり、いよいよマイナンバー制度がスタートし、

今月以降、マイナンバーが記載された「通知カード」の郵送がは

じまります。 

 マイナンバーは、税・社会保障・災害対策の行政手続きで利

用されることとなっており、税務・社会保険関係の書類において

記入が求められ、個人事業主や法人に関わらず、すべての事

業者に対して、従業員のマイナンバーの収集・把握や書類へ

の記載などが義務化されます。 

事業者の対応はどうすれば？ 

 中小企業施策を紹介するウェブサイト「ミラサポ」の特設ペー

ジに掲載されています。 https://www.mirasapo.jp/ 

従業員に周知徹底を！ 

 従業員が自身のマイナンバーを把握していることが重要となり

ますので 10月 20日頃から11月中に簡易書留で郵送され

る通知カードを紛失しないよう大切に保管するように、従業員

への周知徹底をお願いします。 

※市区町村も参考にしているウェブサイトもあります。 

 『J-LIS(ジェイリス)』でインターネット検索してみてください。 

 多可町商工会では、広報誌「はばたき」や、会員通信「みみ

より Information」などの郵送により、会員の皆様にさまざまな

情報をお届けしてきました。 

 しかしながら、いずれも年数回の発行にとどまっており、タイムリ

ーな情報発信とはいえないこともありました。 

 そこで、会員の皆様に情報受信方法のアンケートを実施し、

このたび FAXおよび E-mailの発信体制を整え、毎月1回商

工会通信を発行することにいたしました。 

 商工会がお届けするさまざまな情報を、ぜひ旬のうちに味わっ

ていただき、事業経営にお役立てください！ 
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